オフサイトＰＰＡ方式による県有施設への太陽光発電設備等導入業務における資料１

[bookmark: _GoBack]公募型プロポーザル実施要領

第１　趣旨
本実施要領は、青森県が所有する土地に太陽光発電設備等を導入し、平時の電源として利用することにより温室効果ガス排出量を削減することを目的として、オフサイトＰＰＡ方式による電力供給事業を行う事業者を公募するにあたり、必要な事項を定めるものである。

第２　募集事項
１　業務名
オフサイトＰＰＡ方式による県有施設への太陽光発電設備等導入業務

２　業務内容
別紙仕様書のとおり。
なお、本事業は、県が採択を受けている環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）（以下「国交付金」という。）を活用し、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領並びに県が別途定める交付要綱に基づき、事業者に対して県から予算の範囲内で補助金（以下「県補助金」という。）の交付が可能である。県補助金を活用する場合、国交付金や県補助金の交付要綱及び実施要領を順守すること。

３　事業期間
（１）事業期間は、協定を締結した日から設備の撤去完了日までとする。
（２）原則として、令和８年３月３１日（火）までに設置工事を完了し、電力供給開始は令和８年７月１日（水）を予定するものとするが、各期間については、協議により決定する。
（３）運転期間は、電力供給開始から２０年間を基本とするが、県と事業者の協議により、決定するものとする。また、事業期間中に県の都合により施設が一定期間休館あるいは改修工事等を行う場合は、期間の延長等について、協議を行うものとする。

　４　対象施設
　　仕様書のとおり

　５　提案方法
　　任意様式による企画提案書を提出するものとする。

　６　県補助金
　　県補助金交付要綱及び県補助金実施要領のとおり

　７　参加資格
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者に該当しない者であること。
（２）青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者（更生手続き開始の決定を受けているものを除く。）でないこと、及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続きの申立てがなされている者（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
（４）本事業と同様の事業履行実績として、過去５年度の期間において１件以上の実績を有すること。本事業と同様の類似の事業とは、事業内での合計出力５０ｋＷ以上の太陽光発電設備等設置の請負工事若しくは発電事業をいうものとし、協定若しくは契約が締結され、業務の完了がされていないものを含めるものとする。
（５）単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者（共同事業者を構成する法人は、単独で参加することができない。また、他の参加している共同事業者の構成員となることもできない。）であること。参加申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めないものとする。
（６）本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。
・建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級建築士
・第一種、第二種または第三種電気主任技術者
上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。
（７）県税、市区町村税、消費税、地方消費税を滞納していない者であること。

[bookmark: _Hlk211343808]８　計画日程
資料提供の申出、現地見学会への参加申込書、プロポーザル参加申込書、質問書受付開始　　　　　　　　　　　　　　　　 令和７年１１月１０日（月）
現地見学会への参加申込書受付期限　　令和７年１１月１８日（火）午後５時必着
現地見学会　　　　　　　　　　　　　令和７年１１月２１日（金）
　※　現地見学会の詳細については、「現地見学会への参加申込書」を参照
資料提供の申出及び質問書受付期限　　令和７年１１月２５日（火）午後５時必着
質問回答期限　　　　　　　　　　　　令和７年１２月１日（月）正午
プロポーザル参加申込書提出期限　　　令和７年１２月１日（月）午後５時必着
企画提案書、その他提出書類提出期限　令和７年１２月８日（月）正午必着
一次審査（書面審査）　　　　　　　　令和７年１２月９日（火）
二次審査（ヒアリング審査）　　　　　令和７年１２月１６日（火）予定
選定結果通知　　　　　　　　　　　　令和７年１２月中旬予定
協定締結　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月下旬予定
（計画日程は、プロポーザル参加希望者の要望及び協議により変更となる場合がある。）

第３　参加手続
１　資料提供の申出
（１）申出期限
令和７年１１月２５日（火）午後５時必着
（２）申出方法
ア　メール件名を「資料提供の申出」とし、提供を受けたい資料の内容を電子メールにて、申し出ること。受信方法がない場合は、県問い合わせ先へ連絡すること。
イ　提出先電子メールアドレスは、問い合わせ先のとおり。
（３）提供方法
申出を確認後、３営業日以内に電子メールの返信等によりデータを送付する。
（４）提供後の取扱いについて
提供した資料については、本事業の企画提案のためのみに使用し、本公募手続き終了後は、当該目的以外に使用することのないよう、速やかに破棄すること。

２　質問書の受付
（１）受付期限
令和７年１１月２５日（火）午後５時必着
（２）提出方法
ア　指定様式（質問書）を用いて、電子メールにより提出すること。
イ　提出先電子メールアドレスは、問い合わせ先のとおり。
（３）回答期限
　令和７年１２月１日（月）正午
　（回答は、本プロポーザル広告ページに掲載する。）

３　現地見学会への参加申込
（１）受付期限
令和７年１１月１８日（火）午後５時必着
（２）提出方法
ア　指定様式（現地見学会への参加申込書）を用いて、電子メールにより提出すること。
イ　提出先電子メールアドレスは、問い合わせ先のとおり。
（３）開催日時
令和７年１１月２１日（金）において、午前の部と午後の部のどちらかに参加できます。

４　プロポーザル参加申込
（１）提出書類
ア　プロポーザル参加申込書　１部
イ　プロポーザル参加資格に係る宣誓書　１部
ウ　参加資格を満たす業務実績を証する協定書若しくは契約書の写し等　１部
（２）提出期限
令和７年１２月１日（月）午後５時必着
（３）提出方法
Ａ４版両面印刷とし、持参又は郵送
（４）提出先
　問い合わせ先の住所のとおり。

５　企画提案書、その他提出書類の提出
（１）企画提案書
任意様式での企画提案書の紙媒体１部及び電子データでの提出とし、Ａ４版両面印刷とし、表紙及び目次を除き２０ページ以内とする。
（２）その他提出書類
　ア　商業登記事項証明書（現在事項全部証明書）
　イ　直前２年分の決算報告書（賃借対照表、損益計算書）
　ウ　国税の納税証明書の原本（本店所在地の税務署発行）
　　　（法人税並びに消費税及び地方消費税の未納税額がないことを証明するもの）
　エ　県税の納税証明書の原本（本店所在地の都道府県発行）
　　　（法人事業税及び法人都道府県税の未納税額がないことを証明するもの）
（３）提出期限
令和７年１２月８日（月）正午必着
（４）提出方法
書面については、持参又は郵送とする。電子データでの提出は、電子メール、データ送信サービス、 CD-ROMの郵送等によるものとする。
（５）提出先
　問い合わせ先の住所のとおり。

第４　事業予定者の決定
１　審査内容
（１）一次審査（書類審査）
ア　実施日
令和７年１２月９日（火）
　イ　審査の実施方法
参加申込のあった企画提案書について、審査項目及び配点に基づいて審査する。
（２）二次審査（ヒアリング審査）
ア　実施日
令和７年１２月１６日（火）予定
　イ　受付窓口
　　青森県庁舎　東棟１階　財産管理課室
〒030-8570　青森県青森市長島一丁目１番１号
ウ　審査の実施方法
出席者は１提案につき３名以内とする。１提案者あたり、説明１５分、質疑応答１０分とする。参加申請のあった企画提案書に基づいて説明を行うこととし、追加資料の配付は原則として認めないものとする。社会情勢等により参集が困難となった場合は、書面審査又はその他の形式により選定を行う。なお、この場合、実施方法については別途通知する。
エ　評価・選定方法
審査委員会において、評価項目及び配点に基づき、提出書類及びヒアリングの総合評価により審査する。
事業予定者は、各委員評価点の平均が、満点の６割以上の提案者の中から選定する。各委員の評価点を合計し、総合点の高い順に順位を決定する。また、採点の結果、最も高い総合点が同数の場合は、１位をつけた委員数の多い提案者を事業予定者として選定する。なお、この場合、１位をつけた委員数も同数の場合は、委員長が事業予定者を選定し、選定に当たり疑義が生じた場合は、選定委員会で協議の上、事業予定者を選定する。
提案者が１者のみであった場合は、各委員の評価点を合計し、満点の６割以上となった場合に、事業予定者として選定する。



第５　評価基準・配点
	評価項目
	評価の視点
	配点

	１．技術提案
	導入設備の内容
	・技術提案、設備容量等仕様について
	５点

	に関する事項
	
	・風圧、積雪、地震等への対策について
	５点

	＜３０点＞
	
	・工法について
	５点

	
	二酸化炭素排出量の
	・排出量削減の提案について
	５点

	　
	削減効果
	・シミュレーション等の具体性及び妥当性
	５点

	　
	工事における配慮
	・工事における騒音・振動・安全・設置後反射光等対策について
	５点

	　
	
	
	

	２．実施体制
	工事遂行能力
	・実施体制
	５点

	＜３０点＞
	
	・施工スケジュール
	５点

	　
	業務遂行能力
	・メンテナンス計画
	５点

	　
	
	・維持、管理等の実施体制
	５点

	　
	リスク対応、保証
	・事業実施中に発生するリスク対策について
	５点

	　
	
	・事業実施及び継続の保証について
	５点

	３．実績
	・類似の事業の実績と内容について
	５点

	＜５点＞
	
	

	４．電気料金（概算単価）
	・電気料金の設定について
	５点

	＜５点＞
	
	

	５．地域共生及び地域貢献策
	・周辺環境への配慮について
	５点

	＜２５点＞
	・周辺住民等への説明について
	５点

	　
	・県内事業者活用等地域還元について
	５点

	　
	・県内資材供給業者若しくは県産資材の活用について
	５点

	　
	・地域における社会貢献活動について
	５点

	６．独自提案
	・創意工夫のある提案について
	５点

	＜５点＞
	
	

	合計
	１００点


　配点は、一次審査と二次審査ともに同様とする。


第６　失格事由
次のいずれかに該当する場合は、提案者を失格とする。
１　提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意が不明である場合
２　本実施要領等に従っていない場合
３　審査委員会におけるヒアリングに参加しなかった場合
４　同一の参加者が２つ以上の企画提案書を提出した場合
５　企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げた場合
６　民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合
７　その他参加者として適切でない行為をしたと選定委員会が判断した場合

第７　審査結果の公表方法・内容
１　審査結果の通知
（１）一次審査結果の通知
審査終了後、速やかに全ての提案者に審査結果を文書で通知する。
（２）二次審査結果の通知
所定の手続きを経た後、ヒアリング審査に出席した提案者に文書で通知する。

２　審査結果の公表
審査終了後、全ての企画提案者の名称及び評価点を公表する。ただし、第１順位の事業予定者以外は、個別の評価点が特定できないよう配慮する。

第８　仕様の決定及び協定締結
１　仕様の決定
審査結果の通知後、県と事業予定者が協働して仕様を調整し、決定する。

２　協定締結
仕様決定後、別紙「協定書（案）」の内容について協議した上で、速やかに事業実施のための協定を締結する。

３　県補助金
県補助金の交付を希望する場合は、協定締結後速やかに補助金の交付申請を行うものとする。原則として、補助額で申請し、交付後の増額は行わないものとする。

第９　協定及び契約に関する条件等
　１　機密の保持
事業予定者（事業予定者と契約する事業者を含む。）は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、事業の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとし、協定期間終了後も同様とする。

２　その他
（１）提出された提案書は、原則として返却しない。
（２）提出された書類は、原則として、提出後の差替え、変更及び取消しは認めない。
（３）企画提案に要する費用は、すべて提案者の負担とする。
（４）提案者が企画提案を公正に執行することが困難であると認めるときは、本公募型プロポーザル方式による実施を延期又は取り止めることがある。
（５）本業務の実施に関して、事業予定者の企画提案の内容をそのまま実施することを約束するものではなく、県と事業予定者で協議の上、決定する。また、実施協定締結後、具体的な業務内容や進め方等については、県と協議することとする。
（６）提案内容は本業務の範囲とし、仕様書記載のやむを得ない場合を除き、原則として事業者提案単価を上限として提案内容を実現するものとする。仕様書に明示のない事項または疑義が生じた場合は、県と事業予定者が協議の上決定する。
（７）提出された企画提案書等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）等による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非開示部分を除き、開示することとなる。
（８）本業務は、国の補助金を財源として実施する予定であり、補助金が未交付又は減額交付となったときは、協定手続の中止、協定の解除、交付金額の減額等を行う。

第１０　問い合わせ先
青森県　財務部　財産管理課　財産管理グループ　施設整備担当
住所　〒030-8570　青森県青森市長島一丁目１番１号
　電話番号　０１７－７３４－９９４７
　ＦＡＸ　　０１７－７３４－８０１４
　電子メールアドレス　zaisankanri@pref.aomori.lg.jp
2

